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亀山市教育委員会第６回臨時会会議録 

１．日 時  

令和３年９月３日（金）午後１時３０分開会 

 

２．場 所 

オンライン会議  

 

３．出席委員 

教 育 長      服 部   裕 

１番委員   大 萱 宗 靖 

２番委員   吉 岡 洋 子 

３番委員   宮 村 由 久 

４番委員   若 林 喜美代 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．議事参与者 

教育部長                             亀 山   隆 

教育総務課長                  岡 安 賢 二 

学校教育課長（以下学校課長という。）      宇 野   勉 

参事（兼）生涯学習課長（以下参事生課長という。）桜 井 伸 仁 

副参事（図書館整備担当）（以下図書副参事という。）  小 坂 博 文 

図書館長                    井 上 香代子 

学校教育課主幹兼学事教職員グループリーダー（以下学事ＧＬという）   加 藤 尚 大 

学校教育課主幹兼教育研究グループリーダー（以下教研ＧＬという）   武 居 政 敏 

学校教育課主幹兼教育支援グループリーダー（以下教支ＧＬという）    前 田 亜 弓  

生涯学習課主幹（兼）社会教育グループリーダー（以下生社ＧＬという。）    高 重 京 子 

教育総務課主幹（兼）保健給食グループリーダー（以下保健ＧＬという。）       渡 邉 尚 也 

生活文化部文化スポーツ課副参事兼まちなみ文化財グループリーダー（以下まちＧＬという。）  山 口 昌 直 

教育総務課主任主査（兼）教育総務グループリーダー(書記）（以下総務ＧＬという。） 中 野 貴 晶 

教育総務課教育総務グループ主任主査       早 川 美 紀 
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６．会議録署名者指名 

   ３番委員（ 宮 村 由 久 委員 ） 

   ４番委員（ 若 林 喜美代 委員 ） 

 

７．議事  

教育長 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

大萱委員 

 

 

総務課長 

大萱委員 

 

 

総務課長 

 

 

 

大萱委員 

教育長 

 

 

 

議案第５３号「令和３年度亀山市教育功労表彰者について」

を上程し、事務局の説明を求める。 

市の学校教育、社会教育、学術の振興又は文化財の保護等に

貢献した者を表彰するため、亀山市教育委員会表彰規則第５条

の規定に基づき、別紙名簿の者を令和３年度亀山市教育功労表

彰者として決定することについて、委員会の議決を求めるもの

です。詳細につきましては教育総務課長より説明します。 

（総務課長、まちＧＬ資料に基づき説明。） 

 今年度のメインとなる表彰対象者は、学術振興、文化財保護

関係となるが、これまで表彰を行ってきた分野で１０年以上経

過した方々を含めて合計７０の個人・団体の方を表彰しては如

何という提案説明であった。質問等あるか。 

 学校保健衛生関係から登下校見守り活動までの分野は、これ

までも表彰を行ってきたが、今回挙がっている方については新

たに１０年以上経過したため表彰対象となったということか。 

 そのとおりです。新たに表彰対象となったためです。 

 今までの表彰で見受けられた方も数名入っていると思うが、

２回表彰を行う等間違いではなく、様々な分野で活動を行って

いるため、今回、改めて表彰対象になったという理解でいいか。 

 例年の表彰対象者については、ダブりが無いように確認させ

ていただいています。その中で、活動団体や活動内容が異なる

場合で改めて表彰を行うことはありますが、しっかりと確認は

行っています。 

 了解。間違い、取りこぼしのないよう願う。 

資料において、例えば、５番に柴崎峯寿会という団体があり、

峯城史跡内の清掃と環境保全整備に１０年以上と記載されてい

る。次に３７番の今村昭一氏については、「峯城の史跡を守る

会」の会長として、「峯城跡の保存活動の先頭に立ち・・・」
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教育長 

 

総務課長 

 

 

 

宮村委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

とあり、かつ６９番に「峯城の史跡を守る会（今村昭一）」と

あり、「峯城跡内外の草刈りや間伐作業を行い・・・」とある。

それぞれ峯城に関わる団体個人であるが、特に３７番と６９番

は今村昭一氏が個人団体とで対象としているが、問題ないか。 

 ３７番の今村昭一氏、６９番今村昭一氏が会長の「峯城の史

跡を守る会」ですが、団体で１０年以上活動されているため挙

げさせていただいたのと、１０年以上代表として先頭となって

活動されている方として個人でも挙げさせていただきました。 

 団体としても表彰され、その団体で１０年以上活動されたか

ら個人としても表彰という考え方は問題ないのか。 

 亀山市教育功労者表彰選考基準では、「同一表彰分野におけ

る同一人又は同一団体についての表彰は、１回に限る」と規定

されているため、同一人と同一団体が同時に表彰されることは

認められていると考えています。 

 同じような事例があり、「関宿案内ボランティアの会」の３

２番、３３番は会の会長ではないが対象とされていて、５６番

では団体としても表彰されている。会長でもない方も１０年経

てばどの方も表彰していくのか、この辺りは整理する必要があ

るのではないか。「関宿「関の山車」保存会」についても同様

に団体と個人の方が表彰されている。団体の方も１０年以上属

していれば全ての方を表彰することとなっていくのか。 

 今まで学校教育ボランティア、登下校見守り隊等たくさんの

団体を表彰しているが、その団体の構成員が１０年経つ度に今

後表彰されていくことになるということか。資料１６ページか

ら規則と基準が添付されているが、これと照らし合わせたとき

にどのように判断すればいいのか。例えば３年前に表彰された

団体については、その構成員もおそらく表彰済となっているの

ではないか。この辺りの整理はどうか。 

 これまでの市子連等の場合は、個人の表彰を行った経緯があ

ります。文化財保護関係の場合は、団体の表彰と会長等役職を

務められた方を対象として挙げています。構成員の方が１０年

経ったから表彰されるというものではなく、基本的には構成員

は団体として表彰されるものであり、その中で代表者の方々に

ついては個人表彰もあり得るということと、選考基準にあるよ
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教育部長 

 

 

 

大萱委員 

 

うに特別に寄与された方については団体に所属していても表彰

される場合があると考えていますので、全ての方が団体で表彰

されたから個人では表彰されないという考え方ではありません。

このような考え方の中で個人表彰と団体表彰の線引きがなされ

るものと考えています。 

 では、代表者の方は団体で表彰されても１０年経てば表彰さ

れるということか。 

 例えば２５番から２７番の方については、市子連の役員とし

て個人として表彰されることとなります。このような方々は、

団体として表彰されていても、その構成員ではありますが表彰

対象となることはあり得るということです。 

 ２５番から２７番の方についての市子連関係者について、市

子連という団体が結成後１０年経てば表彰されることとなるの

か。同様に、市Ｐ連が１０年経てば表彰しますかという考え方

と同じであるが、その場合は市Ｐ連に１０年携わっている方を

個人として表彰することはいいと考えるが、例えば登下校見守

り関係を団体として１０年経過すれば表彰するが、個人として

も１０年経てば表彰すると、つまり、個人も団体も１回ずつ表

彰するというこことになるが。１８ページの基準の第２条第４

号をどうとるかだが、同一表彰分野における人、団体は１回に

限ると記載があるが。 

 ここで示している同一人、同一団体というのは、例えばかん

こ踊りの保存会が同じ内容で１０年以上、又は２０年経ったか

らといって再度表彰されることはない、また同じ個人の方が同

一分野で例えば案内ボランティアについて２回表彰されること

はないということです。 

 では、先ほどの峯城関係で考えたときに、今村昭一氏の場合

はどう解釈するのか。 

 峯城関係の場合は、「峯城の史跡を守る会」という団体の団

体表彰とその代表者として活躍された会長個人に対する表彰と

いうことになりますので、個人、団体と別々の対象者として認

識しています。 

 個人的には、団体が１０年以上活動すれば表彰対象、またそ

の構成員も１０年以上経つと表彰対象という考え方だと認識し



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちＧＬ 

 

 

 

大萱委員 

 

まちＧＬ 
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ていた。今の考え方だと、峯城関係の団体が１０年経過してい

るので表彰、また個人も会長だから表彰と言われたが、会長を

１０年していなければ表彰をする必要がないということか。や

はり１０年が節目で表彰を行った方が分かりやすい。 

 例えば「関宿案内ボランティアの会」で１０年以上経過して

いるので団体として表彰を受ける、そして会員で１０年以上経

っている方にも表彰、その中で会長である岩間氏も１０年以上

経っているから表彰するという事であれば理解できる。また「東

海道関宿まちなみ保存会」の中でも１０年以上経っている会員

が表彰され、また会長が１０年以上経っていれば会長も表彰と

いうことでいいと思うが、会長は表彰されていない。「東海道

関宿まちなみ保存会」の中でも１０年以上活躍されている方が

たくさんいるのではないか。 

３２番、３３番の「関宿案内ボランティアの会」の方につき

まして、岩間俊彦氏は１０年以上にわたり会長であるため、推

薦させていただきました。また、倉田格一氏については発足当

初から活動された方として推薦させていただきました。 

 １０年以上経っていても、特別に活躍された方を表彰してお

り、表彰されない方もいるということか。 

 そのとおりです。団体の中には１０年以上活動されてる方も

多数いるとお聞きしていますが、調べ切れていない部分もあり

ます。 

 それは団体の会長等と話をして、今回の推薦に至っていると

いうことか。 

 話は行っていません。 

それぞれの団体で事情はあると思うが、今回表彰対象となっ

ている方よりも長いキャリアを持っている方がいるかもしれな

い。一律に表彰を行わないのであれば、内部で妬み等が出ない

ように配慮する必要があるのではないか。難しいと思われるが。 

今の話の中で、発足当時から活躍されている等については理

由になっていないと考える。例えば、活躍の年数は途切れてい

てもよい。通算で活動が１０年を超えれば個人であろうと団体

であろうと表彰されるということならはっきりしているが、又

は団体で表彰された中の構成員について個人では表彰しないと
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いうことにするかどちらかだと考える 

 １つの線引きとして団体、個人の考え方はあると思います。

ただ文化財保護関係については、自治会といった単位における

団体活動と、まちなみボランティアのような個人に責務がかか

ってくる活動とは同一にはならないと考えています。よって、

ボランティアや語り部さんといった団体や峯城の保存会といっ

た有志で集まっている団体については個人表彰もあり得ると考

えています。 

 団体内でのもめごとは発生しないか。 

 例えば、学校が推薦する方については、そのような部分につ

いて校長等が配慮していると思うので問題ないと考える。一方、

文化財保護関係については、様々な団体がいると思うが、文化

スポーツ課がその部分まで精通して推薦を行っているならいい

が。ここに推薦された方が活躍されているのは重々理解できる

のだが、ただ畑違いのところに行くと、ここまで判断できるの

かが疑問が残る。推薦者等の事情については、推薦している原

課がよく理解して推薦していると思うが、この表彰によって、

気を悪くする方がいないように配慮していただければと思う。 

 第２条の第４号をどう解釈するかの再度確認をお願いする。

同じ分野で個人又は団体の表彰は１回と記載がある。 

 解釈として、団体で１０年以上、又は個人で１０年以上活動

している方となり、団体に所属されて１０年以上活動された方

も表彰すると考えています。 

 団体としても個人としても１回表彰しては如何かという認識

でいいか。 

 そのとおりです。 

統一した見解であれば問題ないが、では、これまで登下校見

守りについては団体として表彰しているが、個人としては間違

いなく表彰してきているのか。 

登下校の見守り活動は基本として団体を表彰しています。個

人または有志の方で集まっていただいていますが、一人ひとり

というよりは団体として活動されている部分が多く、個人とし

て特別に顕著に活動されている方がいるというものではなく、

団体表彰に留めています。個人表彰につきましては、資料１８
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ページの選考基準第２条第４号の「功績が顕著な者」が付帯し

ますので、先ほどのような会の代表者であるとか、特に際立っ

た活動をされた方が選定されることとなり、単に会の中で１０

年以上経過しても個人表彰されるものではありません。 

 平成３０年から表彰が始まったということであるが、今回初

めて１０年以上経過した方を表彰するということか。 

資料１８ページの選考基準に基づく表彰は、平成３０年度か

ら行っていますので４年目となります。 

 平成３０年度から、資料２ページのとおりメインとなる分野

を定め、今年度については学術振興、文化財保護に焦点を当て

つつ、新たに１０年を経過した過去の分野の方についても加え

て行うこととしている。 

資料１８ページの基準第２条第４号から判断すると、「又は」

とあるため、団体、個人どちらか一方ということではないのか。

この規定によると個人も団体も両方表彰されることはないと判

断するが。例えば、「並びに」や「及び」であれば両方表彰し

てもいいとは思うが。 

表彰選考基準の個人については市の教育行政に功績が顕著で

あると記載されている中で、単に団体が１０年経過したから表

彰するというものではなく、今回推薦いただいている会の方に

ついては、１０年以上経過し功績のある方を個人中心に選んで

は如何か。団体として功績はあったのだと思うが、その中で個

人が１０年以上尽力いただき、顕著な功績を挙げていただいた

ということで、個人表彰に一本化することも有りだと考える。

今までの説明だとすっきりと整理がつかないのではないか。 

団体として表彰するのは１０年経ったからという理由で問題

ないと考える。ただその構成員が単に１０年経ったからという

のは控える、別途個人的に教育行政に顕著な功績があった方は

団体にとらわれず表彰するということでいいのか。 

その考えだと、１０年活動した団体は表彰していくというこ

とになるが、そうではなく団体としては表彰せずに、その中で

功績が顕著な方を表彰していくという考え方もあると思うが如

何か。団体を表彰したら個人はしないか、若しくは功績の顕著

な個人の方を表彰して団体としては見送るとどちらかにしない
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と整理できないのではないかと考える。 

 基本は団体表彰を考えていくことか、若しくは個人表彰に絞

って行うという２つの考え方があると思います。ただ、共通し

て言えることは「団体又は個人」でありますので、同じ分野に

おいて団体の表彰又は個人の表彰というのは考えにくいという

ことをご意見としていただいたという認識をしています。 

 ただ、個人または団体どちらかに絞り込んでしまうと、その

団体の活動内容によっては、個人の方を抽出するのが難しい場

合もあるかと思いますし、逆に団体ではあるけれども功績が顕

著な方として皆が認めている方については個人として表彰して

いくのが難しいという課題はあると思います。ただ、どっちつ

かずは良くないということであれば、原則としては団体表彰と

いう形にさせていただき、代表者等の活動については、その団

体活動の中に包括するという考え方で整理させていただきたい

と思います。 

 部長の説明のとおりで問題ないと考える。表彰としては４年

目を迎え、一応分野別には一巡するという認識である。一巡す

るまでの今年度については、この形で進めて、来年度以降につ

いては選考基準を見直すという考え方でいいのではないか。 

 団体をメインとすると、今回の表彰者は少なくなるのではな

いか。学校運営協議会関係等を含めて全てなくなるということ

か。 

 今回の資料における１番からの方々につきましては、団体で

活動されている方もいますが、基本的には個人として学校ボラ

ンティア等に関わっていただいている方ですので、全てが団体

での表彰というわけではなく、このような方々も個人として対

象となると考えています。むしろ特に文化財保護関係や学術振

興関係については団体活動としてご活躍され、これまでもご尽

力いただいていますので、このようなところは団体表彰として、

個人として活動されている方については個人表彰という線引き

になると考えます。 

 個人として活動しているのか団体として活動しているのか判

断が付きにくい部分もあるが、表彰する方もされる方も笑顔で

終われるようになればと願う。また、若林委員が言われたよう
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教育長 

 

 

 

 

委員全員 

教育長 

に、個人も対象にするのであれば、一部基準を見直した方がい

いのではないか。 

 方向性が固まりつつある。冒頭で峯城関係の話をしたが、選

考について再考するということか。 

 団体を基本として、再考する形となります。 

 では、事務局として再度整理する時間が必要という判断でい

いか。  

 お時間をいただき、ご指摘いただいた点を整理し、再度ご確

認いただいた上でご承認をいただきたいと思います。 

 資料１６ページに表彰は毎年１１月に行うということとなっ

ており、教育懇談会の中止等から必ずしも本日の臨時会で対象

者を決定して１０月に表彰を行わなければいけないこともない

ため、本日はいただいた提案を再度事務局で整理していただく

ということでいいか。 

 了解。 

 では、議案５３号は保留とする。 

 

８．協議事項  

教育長 

 

総務課長 

大萱委員 

 

宮村委員 

 

教育長 

 

 

 

 

総務課長 

 

宮村委員 

 

協議事項１「令和３年度教育功労者表彰式の開催手法について」

説明を求める。 

（総務課長詳細説明） 

同日に開催予定の教育懇談会が中止になったとのことで、事務

局案のとおり３番でよいかと考える。 

 １番の開催を行うとすると、それ以外のイベント等と重ねて縮

小開催として、観客を入れた表彰を行う機会はあるのか。 

 成人式、中央コミュニティセンターで昨年開催した図書館フォ

ーラムが、どのような形で出来るのか、コロナの状況下でまだ決

まっていない。全て教育委員会主催行事であるため、その隣り合

わせで開催できなくもないが、成人式とのコラボは難しいと考え

るが。これ以外に行う手法は何かあるか。 

 他の行事がないため、別途表彰式単独での開催を想定していま

す。 

 いずれにしても表彰を受けられる方がみなさんの前で披露する

ことも一つの考え方であると思うが、その中で４つの案のうち１
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若林委員 

 

 

吉岡委員 

教育長 

委員全員 

教育長 

と４は厳しいと考える。出来れば２で行ってほしい。３は状況的

には理解できるが、大勢に披露する場がなくなるということで難

しいが、後のことを考慮すると２か３であると考える。また、今

年度が分野の一回りのキリの年度を考えると、文化財保護関係等

に対象者を絞って行うことも一案だと考える。 

 １と４は無いと考える。２も時期的な事を考えると難しいと考

える。そうなると３でやむを得ないと考える。広報等で周知いた

だきたい。 

 ３でいいと考える。 

 では、３で進めさせていただくことでいいか。 

 了解。 

 ただし、被表彰者の決定がまだであるため、時期は１１月以降

で考えたい。 

 

９．報告事項 

教育長 

 

 

教育長 

 

大萱委員 

 

 

 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項１「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」

説明を求める。 

（詳細説明） 

学校の対応については、市長とも協議しながら資料のとおり進

めさせていただいている。 

中規模以上の学校とはどの学校か。また、それらの学校で午前

午後の分散登校が行われるとのことであるが、午前午後の分散登

校、オンライン授業、放課後児童クラブ等とどのように絡めて対

応していくのか。 

まず中規模以上の学校は、亀山西、亀山東、川崎、井田川、関

の各小学校と亀山中学校、中部中学校です。また、午前午後の分

散登校については、ほとんどの学校が兄弟関係もあり、地区別で

行っていると聞いています。中学校については、出席番号で機械

的に割り振っているとも聞いています。 

それから、分散登校、オンライン授業、放課後児童クラブ、預

かりの部分ですが、１日から３日はオンライン学習を実施してい

ない期間であるため、放課後児童クラブが午前中から開始してい

るところはクラブにて、放課後児童クラブが午前中実施されてい

ないところは学校が預かっています。学校預かりのうち、一番多
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大萱委員 

学校課長 

大萱委員 

 

学校課長 

 

 

教育長 

 

 

 

大萱委員 

 

学校課長 

大萱委員 

 

 

教研ＧＬ 

 

 

 

 

いところは亀山西小学校で３０名弱ですが、それ以外の学校はほ

とんどいないと聞いています。この数については、本日集計を行

う予定となっています。また、７日以降のオンライン学習ですが、

これは学校に来ることが出来なかったり、登校を控えたりして家

庭で学習する生徒児童、つまり分散登校をせずに且つオンライン

授業を希望される方になりますが、授業の同時配信の画像を見な

がら、家庭で学習するものです。 

また、午前中に分散登校をしていれば、放課後児童クラブにつ

いては、ご飯を食べてから行けばいいのですが、午後に授業があ

たっている児童については、午前中への分散登校への調整を行っ

ているものの、難しい場合は、午前中に学校で預かってもらい、

授業を午後学校で受けるというケースもあります。 

中規模以上の学校でない学校は１日登校するのか。 

 分散登校無しの午前中３限の授業となります。 

 オンライン授業というのは、コロナが怖い生徒、保護者のため

のものと考えていいか。 

 そのとおりです。また、場合によっては濃厚接触者となり、長

期間学校へ来ることのできない生徒児童についても対象となって

います。 

 心配や不安、濃厚接触者等で自宅待機を行っている子はオンラ

イン授業でもいいですということである。学校に登校するのか、

オンライン授業を受けるのか各々で選んでくださいという姿勢で

ある。 

 １台端末の貸し出し希望が１６パーセントというのは、全児童

に対してか。 

 貸出数を全児童数で割った数です。 

その数に加えて家庭の端末等を使ってオンライン授業を受ける

児童もたくさんみえるということか。オンライン授業をどのくら

いが希望しているのか。 

 オンラインの視聴希望届を提出していただくこととなっていま

すが、締め切りが本日となっています。最終集約までは至ってい

ませんが、学校ごとに差が出ると思われます。亀山西小学校のみ

資料をいただいていますが、学校登校が約５５％、オンライン授

業希望が４５％という形にはなっています。ただ、端末の状況を
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大萱委員 

 

 

教育長 

 

 

 

大萱委員 

 

教育長 

宮村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教支ＧＬ 

 

 

 

 

 

宮村委員 

 

見てみますと、小規模校は学校登校を行う割合が高いとの見立て

を立てています。また、中学校についても登校の方が多いと思っ

ていますが、詳細については本日夕方に集約する予定となってい

ます。 

 オンライン授業の生徒割合が多いという印象を受ける。場合に

よっては、分散登校しなくても午前中の授業だけで問題ない場合

も出てくるということか。 

 そのとおりである。亀山東小学校については、９月１日現在で

４４０人中登校のみ選択したのは１７０人と聞いている。逆に川

崎小学校は登校の方が多いと聞いている。地域性もあるのではな

いかと考えている。 

 せっかくの機会であるため、オンライン授業のノウハウを高め

ていっていただきたい。 

 一気に進むと考える。 

前回定例会で、通常どおり授業を行うということを聞き、その

後２７日に本日説明いただいた内容で授業を実施するとの案内を

いただいたが、その中で、市民から教育委員会に申し入れがあっ

たということを聞いた。津市や鈴鹿市は通常のスタートを切った

中で、亀山市は思い切ったことを行ったと考えている。適切な判

断だと考えるが、その経緯について教えていただきたい。 

また、授業の開始にあたり、実質は半日の分散登校となるが、

授業数の確保については、特に中学３年生の大事な時期になると

思うが、カバーできるのか。 

 申し入れについては特段ない。新型コロナウイルス感染症に関

する亀山市の状況、他市の状況を見ながら市長と協議の上、極め

て短期間の間で決定、変更したものである。 

 授業数については、９月１日～３日の臨時休校で、およそ１０

時間分、６日から１０日の１週間分で１０時間分、合計２０時間

分の授業時数が不足してきます。現在の２０時間分であれば、今

後の行事等の変更によりそれを取り戻すことも可能と考えていま

す。しかしながら、１３日以降の状況によっては、今後考えてい

かなければならない状況となると考えています。 

 オンライン学習のための授業準備の負担が先生にかかっている

と思うが、どのようになっているか。 



13 

教研ＧＬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉岡委員 

 

 

教支ＧＬ 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 負担はゼロではないのが現実です。オンライン授業という形で

行うのは、教師も初めてであり、また子どもたちも初めてとなり、

今日も含めて準備を行っていただいているところです。今回行う

１０日までの授業に関しましては、あくまでオンラインによる配

信が目的であり、実際は目の前にも登校してきている子どもたち

がいて授業を受けていますので、画面の向こう側にいる子どもへ

のオンラインに特化した授業ではありません。しかしながら、授

業準備には機器固定の位置、板書の仕方、授業の組み立て、時間

割の事前配布等多岐にわたり学校の先生には時間をかけていただ

いています。 

 新聞報道でも他市の授業準備の様子が各紙載っていた。私も５

～６校の市内の学校で準備の様子を見せていただいたが、大変な

ことだと認識している。手引書の発行、パスワードやＩＤの配布、

それに伴い、１度は保護者が学校に来て配付物を受け取ったり、

夏休みの提出物を提出しにきたりとか、そのようなことに対応し

ながら、今日明日はオンライン端末の貸出日となっており、貸出

しの確認書を提出してもらったり、使用のルールを配布するとか

大変だと思う。ただ、これを機に、端末の貸出しやオンライン学

習がかなり進むのではないかと、いい部分もあると考えている。

先生にも大変苦労をかけている。保護者にも子どもにも不慣れな

ことを行っており、お世話をかけていると思っている。 

 子どもが配付物を受け取りに行ったが、学校に行くだけでウキ

ウキしていた。オンライン授業の場合は出席扱いになるのか。学

校からの資料には書いてあったが、出席扱いにはならないのか。 

 登校している児童生徒は出席扱いとなります。児童生徒が新型

コロナウイルス感染症にかかっている場合、濃厚接触者になった

場合、また不安を感じている児童生徒は、令和３年２月１９日の

国からの「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登

校できない児童生徒の学習指導について（通知）」の中で、出席

停止扱いとなっており、亀山市においても同様に出席停止扱いと

させていただいています。 

 簡単に言うと、オンライン授業を受ける児童生徒は出席扱いに

はならないが、欠席扱いにもならないということである。従って、

特に受験等には不利にはならないと聞いている。 
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教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

若林委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮村委員 

 

 

 

教支ＧＬ 

 ８月末から三重県に緊急事態宣言が発令されたが、亀山市にお

けるコロナウイルス感染症の拡大状況はどのようなものか。１３

日以降については何日頃判断していくのか。 

 新聞報道であったように８月に市内の放課後児童クラブでクラ

スターが発生したことは事実である。学校では発生していない。

１３日以降については、１２日で緊急事態宣言の解除が難しいと

言われており、週の半ば頃には、出来るだけ１日でも早く判断し

ていきたいと考えている。その際には教育委員さんにも意見聴取

や連絡をさせていただく予定である。 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項２「令和３年度全国学力・学習状況調査の結果につい

て」説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

 この内容については、市議会教育民生委員会へ提出し、概要版

をホームページに掲載するという流れになる。昨年度は新型コロ

ナウイルス感染症による休校期間があったが、それが大きく影響

しているようには見えない。また、亀山市は、コロナ禍の影響を

いい方向に受けているということも感じられる。 

 数字だけ見ると、中学校では厳しい結果であると考えられるが、

先生方についてはしっかりと取り組んでいただけていると感じら

れる。質問紙の中で「家で自分で計画を立てて勉強している」と

いう生徒が１６．７ポイントも増加しているとか、家庭での学習

とか、自分で計画して勉強しようとしているとか、教職員の取り

組みが子どもにきちんと伝わっているという点で、ここの部分は

非常に高く評価したいし、うれしく思う。結果的に残念な面もあ

るが、今行っていることを地道にこつこつと積み重ねることによ

って、きっと大きな結果が得られるのではないかと考える。数字

だけにとらわれず、このまま頑張っていただきたいと思う。 

 今日の資料では、三重県平均をほぼ下回ったということだが、

従来からの亀山市の学力向上の取組の評価、又は成果については

どのようなものか。一方、質問紙の中で「学校に行くのは楽しい」 

とか肯定的な面を拝見すると非常に安心する。 

 中学３年生が昨年度三重県独自のテストを２月に受けており、
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教育長 

国語が県平均と７ポイント差がありました。しかしながら今回に

おいては、国平均とは５．６ポイント、県平均から４．０ポイン

トに縮まっていることから少しずつ改善されているのではないか

と感じています。また、数学においては、同様に２月のテストで

は、３．６ポイントの県との差がありました。この差を今回は縮

めることはできませんでしたが、質問紙から子どもたちの授業に

対する主体的で対話的な姿が見受けられることから、今後も継続

して授業改善を行っていきたいと考えています。 

 三重県は中学校の数学のみ全国を上回っている。他の教科は少

し及ばなかったということである。亀山市では小学校の国語が県

よりも国よりも高くて、小学校の算数は少し及ばなかった。中学

生の国語数学はもう少し縮めたいところではあるが、改善の傾向

はある、ということである。 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

１０．その他 

教育部長 （９月市議会にいただいた質問内容について概略説明） 

 

１１．閉会 

   午後１６時００分 

 

 

以上会議の顛末を記録し、下記のとおり署名する。 

 

教育長 

 

 

３番委員 

 

 

４番委員 


